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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久礼保育所 一時預かり

一時預かりとは、普段は児童を家庭保育している保護者が下記の理由により家庭保育が断続的又は一時的に困難になった場合、一時的にお預かりする制度です。

（理由）
１、保護者の短期間労働・職業訓練・就学等により家庭保育が断続的に困難となる。
２、家族の中で、疾病・災害・事故・出産・看護・介護・冠婚葬祭等でやむえない事由により、緊急や一時的に家庭保育が困難となる。
３、育児等に伴う心理的・肉体的負担解消を行うため、一時的に家庭保育困難となる。

（利用方法）　
〈申し込み〉　・久礼保育所に事前に問い合わせをしてください。（℡ 0889－52－2131）
（申請時には印鑑をご持参下さい）
　　　　　　　・一時預かりの申し込み後にキャンセルする場合は必ず久礼保育所に連絡をしてください。
　　　　　　　　
〈利用時間・利用日〉
　　　　　　　・月曜～金曜（土・日・祝日はお休み）
　　　　　　　・８時３０分～１６時３０分（一時預かりの早出・居残り保育は、ありません）
　　　	・半日の場合  　午前　８時３０分～１２時３０分
　　　　　　　　　　　　　　　午後１２時３０分～１６時３０分
　　　　　　　・ご利用は、1週間当たり3日を限度とします。（緊急の場合はご相談ください）
　　　　　　  ・初めて一時預かりを利用される方は、子どもさんの負担を考慮して、半日のお預
かりとなります。
〈利用料金〉
　　　　　　　・１日 ２０００円　　半日 １０００円
　　　　　　　　（納付書をお渡ししますので、中土佐町役場会計課にてお支払ください）
[image: ]　　　　　　　＊料金には下記の飲食代が含まれます。
　　　　　　　　 ０歳児 離乳食
　　　　　　　　 １歳児以上 完全給食・おやつ
　　　　　　　　

〈持って来ていただく物〉
紙おむつ・おしり拭き・着替え（一組）・お布団（一時預かりを一日利用される方）
哺乳瓶（ミルクを飲んでいる場合のみ）


＊アレルギーのある方は必ずお知らせください。
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